
★ 

出
納
員
そ
の
他
の
会
計
職
員
の
任
命
等
に
関
す
る
規
則
及
び
出
納
員
そ
の
他
の
会
計
職
員
の
任
命
等
に

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
三
十
六
号
）
（
審
査
指
導

課
） 

 

一 

改
正
の
要
旨 

 
 
 

出
納
員
に
任
命
す
る
職
の
見
直
し
及
び
行
政
組
織
の
再
編
等
に
伴
い
、
関
係
規
定
を
整
理
す
る
な
ど
、

必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

令
和
五
年
四
月
一
日 

 
 



★ 

広
島
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
三
十
七
号
）
（
審
査
指
導
課
） 

 
一 
改
正
の
要
旨 

 
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
収
納
委
託
可
能
な
歳
入
が
拡
大
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、 

関
係
規
定
を
整
理
す
る
な
ど
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

令
和
五
年
四
月
一
日 



★ 

予
算
執
行
事
務
等
に
つ
い
て
賠
償
責
任
を
負
う
べ
き
補
助
職
員
を
指
定
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
（
規
則
第
三
十
八
号
）
（
審
査
指
導
課
） 

 

一 
改
正
の
要
旨 

 

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
引
用
条
項
の
整
理
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

令
和
五
年
四
月
一
日 



★ 

知
事
の
同
意
を
得
て
任
免
す
べ
き
企
業
職
員
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
三

十
九
号
）
（
人
事
課
） 

一 
改
正
の
要
旨 

行
政
組
織
の
再
編
整
備
等
に
伴
い
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

二 

施
行
期
日 

令
和
五
年
四
月
一
日 
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